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資料の一部訂正について 

 

○ 平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（修正箇所は赤字部分） 

Ｐ34 

≪医療連携体制加算の拡充≫ 

［現  行］ 

イ 医療連携体制加算（Ⅰ）   600単位／日（利用者１人） 

ロ 医療連携体制加算（Ⅱ）   300単位／日（利用者２人以上８人以下） 

ハ 医療連携体制加算（Ⅲ）   500単位／日 

ニ 医療連携体制加算（Ⅳ）   100単位／日 

［見直し後］ 

  イ 医療連携体制加算（Ⅰ）   600単位／日（利用者１人） 

ロ 医療連携体制加算（Ⅱ）   300単位／日（利用者２人以上８人以下） 

ハ 医療連携体制加算（Ⅲ）   500単位／日 

ニ 医療連携体制加算（Ⅳ）   100単位／日 

  ホ 医療連携体制加算（Ⅴ）    39単位／日 

ヘ 医療連携体制加算（Ⅵ）  1,000単位／日（利用者１人） 

ト 医療連携体制加算（Ⅶ）    500単位／日（利用者２人以上８人以下） 

※ 既存の（Ⅰ）又は（Ⅱ）については、４時間以下未満の支援の場合適用し、４時間を超えて支援を行う場合は、（Ⅵ）又は（Ⅶ）

を適用する。ただし、看護職員加配加算を算定している場合は、医療連携体制加算は算定不可。 

 

 

厚生労働省ホームページに掲載している「平成 30年度障害福

祉サービス等報酬改定の概要」及び「障害福祉サービス費等

の報酬算定構造」には、以下の修正点を反映済 
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Ｐ49 

（３）障害者支援施設、のぞみの園、療養介護入所者、重度障害者等包括支援（（１）及び（４）を除く。）                →

６月間 

（４）地域移行支援、地域定着支援（（１）及び（２）を除く。） →６月間 

 

  ※ （３）の利用者（以下「施設入所者等」という。）及び（２）の②のイのうち就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型

共同生活援助を利用する者（以下「新サービス利用者」という。）は平成30年度から、その他の（２）の②は平成31年度から見直す。

ただし、すでに計画作成済の者については、各見直し時期以降に計画再作成（又は変更）を行うまでは、なお従前の例による。 
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Ｐ56 

≪医療連携体制加算の拡充≫ 

［現  行］ 

  イ 医療連携体制加算（Ⅰ）   500単位／日（障害児１人） 

ロ 医療連携体制加算（Ⅱ）   250単位／日（障害児２人以上８人以下） 

ハ 医療連携体制加算（Ⅲ）   500単位／日 

ニ 医療連携体制加算（Ⅳ）   100単位／日 

［見直し後］ 

  イ 医療連携体制加算（Ⅰ）   500単位／日 

ロ 医療連携体制加算（Ⅱ）   250単位／日 

ハ 医療連携体制加算（Ⅲ）   500単位／日 

ニ 医療連携体制加算（Ⅳ）   100単位／日 

  ホ 医療連携体制加算（Ⅴ）  1,000単位／日（障害児１人） 

ヘ 医療連携体制加算（Ⅵ）   500単位／日（障害児２人以上８人以下） 

※ 既存の（Ⅰ）又は（Ⅱ）については、４時間以下未満の支援の場合適用し、４時間を超えて支援を行う場合は、（Ⅴ）又は（Ⅵ）を適

用する。        

ただし、看護職員加配加算を算定している場合は、医療連携体制加算は算定不可とする。 
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Ｐ104 

第２ 障害児相談支援費 

イ 障害児支援利用援助費           

1,611 単位 

 

ロ 継続障害児支援利用援助費        

     1,310 単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 障害児相談支援費 

イ 障害児支援利用援助費  

(１)  障害児支援利用援助費（Ⅰ）            1,620 単位 

(２)  障害児支援利用援助費（Ⅱ）               811 単位 

ロ 継続障害児支援利用援助費 

(１)  継続障害児支援利用援助費（Ⅰ）          1,318 単位 

(２)  継続障害児支援利用援助費（Ⅱ）            659 単位 

注１）(１) 、(２) については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定

単位数を算定する。 

イ (１)を算定する場合 取扱件数が 40 未満である場合又は 40 以

上である場合において、40 未満の部分について算定する。 

ロ (２) (１)を算定する場合 取扱件数が 40 以上である場合におい

て、40 以上の部分について算定する。 
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Ｐ128 

別表 

 判定スコア（スコア） 

  (１) レスピレーター管理 ＝８ 

  (２) 気管内挿管、気管切開 ＝ ８ 

  (３) 鼻咽頭エアウェイ ＝ ５ 

  (４) 酸素吸入 ＝ ５ 

   (５) １回／時間以上の頻回の吸引 ＝ ８ 

６回／日以上の頻回の吸引)   ＝ ３ 

  (６) ネブライザー６回／日以上または継続使用 ＝ ３ 

   (７) ＩＶＨ ＝ ８ 

   (８) 経管（経鼻・胃ろう含む） ＝ ５ 

  (９) 腸ろう・腸管栄養 ＝ ８ 

  (10) 接続注入ポンプ使用(腸ろう･腸管栄養時) ＝ ３ 

  (11) 継続する透析(腹膜灌流を含む） ＝８ 

  (12) 定期導尿（３／日以上） ＝ ５ 

   (13) 人工肛門 ＝ ５ 
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Ｐ142 

  
別表 
 判定スコア（スコア） 
 (１) レスピレーター管理 ＝ ８ 
 (２) 気管内挿管、気管切開 ＝ ８ 
 (３) 鼻咽頭エアウェイ ＝ ５ 
 (４) 酸素吸入 ＝ ５ 
  (５) １回／時間以上の頻回の吸引 ＝ ８ 

６回／日以上の頻回の吸引)   ＝ ３ 
 (６) ネブライザー６回／日以上または継続使用 ＝ ３ 
  (７) ＩＶＨ ＝ ８ 
  (８) 経管（経鼻・胃ろう含む） ＝ ５ 
 (９) 腸ろう・腸管栄養 ＝ ８ 
 (10) 接続注入ポンプ使用(腸ろう･腸管栄養時) ＝ ３ 
 (11) 継続する透析(腹膜灌流を含む） ＝ ８ 
 (12) 定期導尿（３／日以上） ＝ ５ 
  (13) 人工肛門 ＝ ５ 
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○ 障害福祉サービス費等の報酬算定構造（修正箇所は黄色マーカー部分） 

Ｐ15 重度障害者等包括支援サービス費 

訂正後 訂正前 

 

 

 

 

( １日につき600単位を加算 )

( １日につき300単位を加算 )

( １日につき500単位を加算 )

( １日につき100単位を加算 )

( １日につき1,000単位を加算 )

( １日につき500単位を加算 )

( １日につき500単位を加算 )

( １日につき250単位を加算 )

( １日につき500単位を加算 )

( １日につき100単位を加算 )

ロ 医療連携体制加算

※共同生活援助のみ

対象。

（１）　医療連携体制加算(Ⅰ)

（２）　医療連携体制加算(Ⅱ)

（３）　医療連携体制加算(Ⅲ)

（４）　医療連携体制加算(Ⅳ)

イ 医療連携体制加算

※短期入所のみ対象。

（１）　医療連携体制加算(Ⅰ)

（２）　医療連携体制加算(Ⅱ)

（３）　医療連携体制加算(Ⅲ)

（４）　医療連携体制加算(Ⅳ)

（５）　医療連携体制加算(Ⅴ)

（６）　医療連携体制加算(Ⅵ)
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Ｐ54～57 放課後等デイサービス給付費 

訂正後 訂正前 
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